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558,655 396

29,074 4,650

767,127 28,466

1,354,856 33,512

142,057

395,764 205

537,821 205

352,956 1,067

182,893 10,066
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合計 1,093,040 0 251,527 1,039,109

保 健 衛 生 費 13,306 31,088 128,433
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後期高齢者医療保険 53,437 58,164 240,288

小 計 66,743 0
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険
小 計 103,063 0 84,689

89,252

320,524

介 護 保 険 18,161 73,550 303,848

国 民 健 康 保 険 84,902 11,139 46,016

146,227

児 童 福 祉 費 546,598

老 人 福 祉 費 4,760 19,664

37,430 154,633

社

会
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社 会 福 祉 費 376,636 35,396

小 計 923,234 0 77,586

消費税引上げ分に係る地方消費税交付金の使途状況

（単位：千円）
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　平成26年4月1日より、消費税率（国・地方）が5％から8％（うち地方消費税率については1％か
ら1.7％）へ引き上げられ、また、令和元年10月1日からは8％から10％（うち地方消費税率につい
ては1.7％から2.2％）へ引上げられました。引上げの趣旨は、主として今後も増加が見込まれる
「社会保障4経費」（年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要
する経費）の財源確保にあることから、その使途については地方税法により、「社会保障施策に
要する経費」に充てるものとされています。庄内町における地方消費税交付金の令和2年度決算額
は4億4,358万4千円であり、そのうち「社会保障施策に要する経費」に充てるものとされている額
は2億5,152万7千円となりました。
　一方、「社会保障施策に要する経費」の事業費総額は24億2,852万6千円となりました。これら
の事業に対し、地方消費税交付金のうち「社会保障施策に要する経費」とされた2億5,152万7千円
を充当し、財源確保を図りました。


